
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
天板部材の下面の両側縁に 一対の側壁と、前記側壁間に後壁を設け、
底板部材の上面の両側縁に 一対の側壁と 側壁間に後壁を設け、

後壁に連続して設けたヒンジにより

ディスクカートリッジ用ケース。
【請求項２】

請求項１に記載のディスクカートリッジ用ケース。
【請求項３】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
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形成された
形成された この

前記天板部材の一対の側壁は、この天板部材の下面の両端側よりも内方側に形成され、各
側壁の外側の側面には係合突部が突設され、
前記底板部材の一対の側壁には各側壁の互いに対向する内側面側には係合溝が形成され、
前記天板部材と前記底板部材は、それぞれの 連結され
てなり、
前記係合突部を前記係合溝に嵌合させることにより、前記天板部材と前記底板部材は組立
てられ、かつ、この天板部材と底板部材との間には、側溝が形成されることを特徴とする

前記側溝は、天板部材と底板部材の側面の中央位置に対して偏倚された位置に形成されて
なる

前記天板部材の前方側と前記底板部材の前方側には切り欠き部が形成されていることを特
徴とする請求項１乃至２に記載のディスクカートリッジ用ケース。



【発明の属する技術分野】
本発明はディスクカートリッジ用ケースに関し、詳しくは光ディスクや光磁気ディスク等
の記録ディスクをカートリッジに収納するディスクカートリッジ用ケースに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、記録ディスクをカートリッジに収納して構成されたディスクカートリッジや、記録
テープが嵌装されたテープリールをカセットに収納して構成されたテープカセット等を収
納するケースとして、いわゆるスリーブケースが知られている。
このスリーブケースは、ポリプロピレン（ＰＰ）やポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ
）等の合成樹脂材料よりなるシート材料が屈曲形成されて筺体状となされ、前方側にスリ
ット状開口部を有する袋状の構造を有して構成されている。すなわち、上記ディスクカー
トリッジ等は、このスリーブケースの前方側のスリット状開口部を介して、このスリーブ
ケース内に挿入されて収納される。
また、ディスクカートリッジ用ケースとしては、互いに略々同一形状の一対の主面部材を
用い、これら主面部材の両側側部分同士を側面部材を介して接合させて構成したものが存
在する。このようなディスクカートリッジ用ケースは、このケースをなす材料を屈曲形成
しないため、上述のようなスリーブケースに比して、高剛性の材料により構成することが
できる。したがって、このようなディスクカートリッジ用ケースにおいては、上記ディス
クカートリッジの保護をより確実なものとし、また、スリット状開口部の変形が少ないた
め、該ディスクカートリッジの挿入及び取り出し操作をより円滑なものとすることができ
る。
【０００３】
また、この他にシート材を屈曲形成し、接着剤又は熱や超音波溶着で筐体状に形成したり
、天板部材と底板部材を別体に成形し、それを互いに側方からスライドさせて 合させる
などの方法で形成しているものがある。この種の、ディスクカートリッジケースでは接
着剤の不足で剥がれが生じたり、過剰な場合は不要な部分のはみ出しの虞れがある。また
、別体部品を組立てるケースでは寸法のバラツキや組立装置の調整不足によって組立不良
が生じる虞れがある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
そこで本発明の課題は、接着や超音波溶着によらずに容易に且つ精度良く、組立ができる
ディスクカートリッジ用ケースを提供することである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上述の課題を解決するために、 天板部材の下面の両側縁に 一対の側
壁と、前記側壁間に後壁を設け、
底板部材の上面の両側縁に 一対の側壁と 側壁間に後壁を設け、

後壁に連続して設けたヒンジにより

【０００６】

【０００７】
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本発明は、 形成された

形成された この
前記天板部材の一対の側壁は、この天板部材の下面の両端側よりも内方側に形成され、各
側壁の外側の側面には係合突部が突設され、
前記底板部材の一対の側壁には各側壁の互いに対向する内側面側には係合溝が形成され、
前記天板部材と前記底板部材は、それぞれの 連結され
てなり、
前記係合突部を前記係合溝に嵌合させることにより、前記天板部材と前記底板部材は組立
てられ、かつ、この天板部材と底板部材との間には、側溝が形成されるようにするもので
ある。

また、本発明は、前記側溝を天板部材と底板部材の側面の中央位置に対して偏倚された位
置に形成されるようにするものである。

さらに、本発明は、前記天板部材の前方側と前記底板部材の前方側には切り欠き部が形成



【０００９】
実施の形態例
以下、本発明の具体的な実施の形態例を図１～図４を参照しながら説明する。本発明に係
るディスクカートリッジ用ケースは、図１に示すように、光ディスクや光磁気ディスク等
の記録ディスク１０１をカートリッジ１０２に収納して構成されたディスクカートリッジ
１０３を収納するためのケースである。
ディスクカートリッジ１０３は、上下ハーフ１０３ａ、１０３ｂが突き合わせ結合されて
薄い筐体状に構成されたカートリッジ１０２と、このカートリッジ１０２に回転可能に収
納された記録ディスク１０１とを有して構成されている。
【００１０】
記録ディスク１０１は、合成樹脂材料よりなる円盤状のディスク基板と、このディスク基
板の主面部上に被着形成された信号記録層とを有して構成されている。この記録ディスク
１０１は、中央部に穿設されたチャッキング孔１０１ａを有しており、ディスク基板の一
方の主面部の該チャッキング孔１０１ａの周囲がチャッキング基準面となされて構成され
ている。そして、ディスク基板の他方の面には、チャッキング孔１０１ａを閉蓋する金属
材料よりなるチャッキングプレート１０１ｂが取り付けられている。
【００１１】
カートリッジ１０２は、一辺の長さが上記記録ディスク１０１の直径に略々対応した長さ
である略々矩形状の主面部を有する薄い筐体状に構成されている。
このカートリッジ１０２の上下両主面部には、略々矩形状の一対の記録再生用開口部１０
４が互いに相対向する位置に形成されている。
下ハーフ１０３ｂに設けられた記録再生用開口部１０４は、記録ディスク１０１の一方の
面の一部を、内外周に亘って外方に臨ませている。
また、上ハーフ１０３ａに設けられた記録再生用開口部１０４は、記録ディスク１０１の
他方の面の一部を、内外周に亘って外方に臨ませている。
【００１２】
各記録再生用開口部１０４はカートリッジ１０２にスライド可能に取付けられたシャッタ
１０５により、開閉可能となされている。このシャッタ１０５は、薄い金属板等をコ字状
に屈曲して形成されて、各記録再生用開口部１０４に対応する一対のシャッタ板１０５ａ
を有して構成されている。
これらシャッタ板１０５ａは、シャッタ１０５の背部によって互いに連設され並行に相対
向している。
【００１３】
そして、背部をカートリッジ１０２の一側面部にスライド可能に支持して、各シャッタ板
１０５ａをこのカートリッジ１０２の各面に沿わせている。そして、シャッタ１０５は、
各シャッタ板１０５ａを各記録再生用開口部１０４に対応する位置となすことにより、こ
れら記録再生用開口部１０４を閉蓋する。
【００１４】
そして、このシャッタ１０５は、図１中矢印Ｂで示すように、ディスクカートリッジ１０
１の記録再生装置等への挿入操作方向（図１中矢印Ａで示す）に対する後方側にスライド
されることにより、シャッタ１０５をカートリッジ１０２の主面部上の後方側に移動させ
、各記録再生用開口部１０４を開蓋する。また、カートリッジ１０２には、下方側の主面
部の中央位置に円形のチャッキング用開口部１０１ｃが設けられている。
【００１５】
このチャッキング用開口部１０１ｃは、チャッキング孔１０１ａ、チャッキング基準面部
及びチャッキングプレート１０１ｂを外方側に臨ませている。
なお、カートリッジ１０２の下方側の主面部には、一対のクランピング凹部１０６及びデ
ィスク種別識別用凹部（図示せず）が設けられている。これらクランピング凹部１０６は
、カートリッジ１０２の下方側の主面部の前方側に、両側側に配分されて設けられている
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。
【００１６】
これらクランピング凹部１０６は、カートリッジ１０２の一側面部及び他側面部に開放さ
れている。
ディスク種別識別用凹部は、カートリッジ１０２の下方側の主面部の前方側に設けられて
おり、カートリッジ１０２の前端面部に開放されている。
【００１７】
そして、本発明に係るディスクカートリッジ用ケースは、図１ないし図３に示すように、
ケース本体部を構成する天板部材１と底板部材２とを有して構成されている。
天板部材１は、カートリッジ１０２の主面部の形状及び大きさに略々対応した形状及び大
きさの天板部１ａを有し、略々平板状の形状であり、合成樹脂等により形成されている。
【００１８】
この天板部材１には、図２及び図３に示すように、下面に一対の側壁３ａ、３ｂと後壁３
ｃがコ字状をなすように立設されている。これら側壁３ａ、３ｂ後壁３ｃは、互いに連設
され且つカ トリッジ１０２の厚さに略々等しい高さで、天板部１ａの両側縁よりも該各
壁部３ａ、３ｂの厚みに相当する程度だけ内方側に位置して天板部１ａに対して一体的に
形成されている。
【００１９】
各側壁３ａ、３ｂの互いに離反する側である外側の側面には、係合爪を有する係合突部５
ａ、５ｂがそれぞれに対応して外方側に向けて、弾性を生じるように突設されている。
そして、天板部１ａの前端側には、切り欠き部６が形成されており、ケースに収納された
ディスクカートリッジ１０１の後端側部分を外方に臨ませて取り出し易くしたものである
。
一方、底板部材２は、天板部１ａと略同形状の平板状の底板部２ｂを有し、合成樹脂によ
り一体的に形成されている。
【００２０】
この底板部材２は、図２及び図３に示すように、上面に一対の側壁４ａ、４ｂと後壁４ｃ
がコ字をなすよう底板部２ａの側縁に沿って形成されている。
これら各側壁４ａ、４ｂ及び後壁４ｃは、底板部２ａに対して一体的に形成され、互いに
連設されて前方側を除くコ字状の周壁をなしている。
これら底板部材２の側壁４ａ、４ｂ及び後壁４ｃは、カートリッジ１０２の厚さに略々等
しい高さを有して突設されている。そして、各側壁４ａ、４ｂの互いに対向する側である
内側面には、係合溝９ａ、９ｂが形成されている。
【００２１】
また、各側壁部４ａ、４ｂの上縁には段差部１０ａ、１０ｂが形成されている。これら段

部１０ａ、１０ｂは、各側壁４ａ、４ｂの前端部より後端部に亘って、段差状に形成さ
れている。
【００２２】
そして、底板部２ａの前端側には、天板部１ａと同様に切り欠き６が設けられ、ディスク
カートリッジ用ケース８に収納されたディスクカートリッジ１０１の後端部を外方に臨ま
せ、取り出し易くしたものである。
各係合溝９ａ、９ｂ内の下方には、係合溝より底板部２ａに亘って、複数の補強リブ１１
が設けられている。
【００２３】
そして、天板部材１の後壁３ｃと底板部材２の後壁４ｃの間は、薄板状のヒンジ７で繋が
れている。
そして、天板部材１及び底板部材２は、各係合突部５ａ、５ｂを各係合溝９ａ、９ｂに押
し込み係合させて、ディスクカートリッジケース８が完成する。
各係合突部５ａ、５ｂが各係合溝９ａ、９ｂに嵌入するときには、これら係合突部５ａ、
５ｂは、まず、各側壁４ａ、４ｂの上端側よりこれら各側壁４ａ、４ｂ間に進入し、これ

10

20

30

40

50

(4) JP 3612813 B2 2005.1.19

ー

差



ら側壁を外方に押圧して可撓変位させ、次いで、各係合溝９ａ、９ｂに対向する位置に至
ったときに、各側壁の初期状態への復帰によって、これら係合溝９ａ、９ｂに嵌合する。
【００２４】
そして、天板部材１及び底板部材２は、天板部１ａ及び底板部２ａの両側側部分及び後端
側部分を互いに係合されて、天板部１ａ及び底板部２ａを互いに平行となし、前方側にス
リット状開口部を形成する。このスリット状開口部は、長さが上記カートリッジ１０２の
一辺の長さに略々対応しており、幅が該カートリッジ１０２の厚さに略々対応している。
このとき、天板 の側壁３ａ、３ｂは、底板部２ａの上面部に当接している。また、
各側壁４ａ、４ｂ及び後壁４ｃの上端は、天板部１ａの下面の周縁部近傍に当接している
。
【００２５】
また、上記各側壁４ａ、４ｂの上端に形成された段 部１０ａ、１０ｂと天板部１ａの両
側縁部近傍とにより、側溝１２ａ、１２ｂが形成されている。すなわち、各側壁４ａ、４
ｂの上端縁は、天板部１ａの側方側縁部に対して、各側 ａ、１２ｂの深さに相当す
る距離だけ内側である位置に当接している。これら側 ａ、１２ｂは、このディスク
カートリッジ用ケース側面部の前端側より後端側に亘って形成される。これら側 ａ
、１２ｂは、ディスクカートリッジ用ケース８を複数収納する収納ラック等において、こ
の収納ラック等に設けた支持片が嵌入されることにより所定位置に支持される。
【００２６】
各側溝１２ａ、１２ｂは天板部１ａに対しては、この天板部１ａの厚みに相当する距離を
隔てて形成されている。そして、これら側溝１２ａ、１２ｂは底板部２ａに対しては、こ
の底板部２ａの厚み及び前記各側壁４ａ、４ｂの段差部１０ａ、１０ｂよりの下方側の部
分の合計に相当する距離を隔てて形成されている。すなわち、各側溝１２ａ、１２ｂは各
側壁３ａ、３ｂ、４ａ、４ｂにより構成される側面の中央位置に対して、天板部１ａ側に
偏倚された位置に形成されている。
【００２７】
上述のように構成された本発明に係るディスクカートリッジ用ケースによってディスクカ
ートリッジ１０３を収納して保持するには、天板部１ａと底板部２ａとの間に、図１中に
矢印Ａで示すように、スリット状開口部を介して、ディスクカートリッジ１０３を前方部
より挿入させる。
【００２８】
また、このようにしてディスクカートリッジ１０３を収納したこのディスクカートリッジ
用ケースは８は、図４に示すようにオーバーラップフィルム１３ａ、１３ｂにより包装さ
れる。
【００２９】
この包装を行うにあたっては、まず、オーバーラップフィルム１３ａを、側溝１２ａ、１
２ｂを覆うようにして、このディスクカートリッジ用ケース８の下方側部分に被せる。こ
のオーバーラップフィルム１３ａは中央部分よりコ字状に屈曲されて、ディスクカートリ
ッジ用ケース８の底板部２ａを覆うように被せられる。次いで、オーバーラップフィルム
１３ｂをディスクカートリッジケース８の上方側部分に被せる。
そして、両オーバーラップフイルム１３ａ、１３ｂの接合部を、加熱し溶着する。
【００３０】
この加熱接合の際、オーバーラップフィルム１３ａ、１３ｂの重複部は側溝１２ａ、１２
ｂを覆うようにして形成されが、側溝１２ａ、１２ｂは側面の中央位置よりも天板部１ａ
側に偏倚されているため、これら重複部は、充分な接合代が確保できるため、確実な溶着
を行うことができる。
【００３１】
【発明の効果】
本発明によれば、 ヒンジを折り曲げ天板部材の

と底板部材の を嵌合 容易に且つ精
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溝１２

溝１２

ディスクカートリッジ用ケースは、 側壁に
突設した係合突部 側壁に形成した係合溝 させるのみで、



度良く組み立てることができる。
また、オーバーラップフィルムを確実に融着することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るディスクカートリッジ用ケース及びこのディスクカートリッジ用ケ
ースに収納されるディスクカートリッジの構成を示す斜視図である。
【図２】本発明に係るディスクカートリッジ用ケースの組立前の斜視図である。
【図３】本発明に係るディスクカートリッジ用ケースの組立前の側断面図である。
【図４】本発明に係るディスクカートリッジ用ケースをオーバーラップフイルムで覆った
状態の側断面図である。
【符号の説明】
１　　　天板部材
１ａ　　天板部
２　　　底板部材
２ａ　　底板部
４ａ、４ｂ　　底板の側壁
４ｃ　　底板の後壁
３ａ、３ｂ　　天板の側壁
３ｃ　　天板の後壁
５ａ、５ｂ　　係合突部
６　　　切り欠き
７　　　ヒンジ
８　　　ディスクカートリッジ用ケース
９ａ、９ｂ　　係合溝
１０ａ、１０ｂ　　段差部
１１　　　補強リブ
１２ａ、１２ｂ　　側溝
１３ａ、１３ｂ　　オーバーラップフイルム
１０１　　記録ディスク
１０１ａ　チャッキング孔
１０１ｂ　チャッキングプレート
１０１ｃ　チャッキング用開口
１０２　　カートリッジ
１０３ａ　上ハーフ
１０３ｂ　下ハーフ
１０３　　ディスクカートリッジ
１０４　　記録再生用開口部
１０５　　シャッタ
１０５ａ　シャッタ板
１０６　　クランピング凹部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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